
�愛媛県規則第７４号
愛媛県県立自然公園条例施行規則等の一部を改正する規則

を次のように定める。

平成１４年１２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県県立自然公園条例施行規則等の一部を改正する

規則

（愛媛県県立自然公園条例施行規則の一部改正）

第１条 愛媛県県立自然公園条例施行規則（昭和３４年愛媛県

規則第２９号）の一部を次のように改正する。

第１７条中「第１２条第８項第２号」を「第１２条第９項第２

号」に改め、同条第７号の２中「沿岸漁業等振興法（昭和

３８年法律第１６５号）第８条第２項第２号に掲げる事項を行

うために必要な同条第１項の構造改善事業」を「沿岸漁業

（沿岸漁業改善資金助成法（昭和５４年法律第２５号）第２条

第１項に規定する沿岸漁業（総トン数１０トン以上２０トン未

満の動力漁船（とう載漁船を除く。）を使用して行うもの

を除く。）をいう。以下この号において同じ。）の生産基

盤の整備及び開発を行うために必要な沿岸漁業の構造の改

善に関する事業」に改める。

（愛媛県自然環境保全条例施行規則の一部改正）

第２条 愛媛県自然環境保全条例施行規則（昭和４９年愛媛県

規則第４６号）の一部を次のように改正する。

第１５条第１号ウ�中「沿岸漁業等振興法（昭和３８年法律
第１６５号）第８条第２項各号に掲げる事項を行うために必

要な同条第１項の構造改善事業」を「沿岸漁業（沿岸漁業

改善資金助成法（昭和５４年法律第２５号）第２条第１項に規

定する沿岸漁業（総トン数１０トン以上２０トン未満の動力漁

船（とう載漁船を除く。）を使用して行うものを除く。）

をいう。第１８条第１号カにおいて同じ。）の構造の改善に

関する事業」に改める。

第１８条第１号カ中「沿岸漁業等振興法第８条第２項第２

号に掲げる事項を行うために必要な同条第１項の構造改善

事業」を「沿岸漁業の生産基盤の整備及び開発を行うため

に必要な沿岸漁業の構造の改善に関する事業」に改める。

（愛媛県自然海浜保全条例施行規則の一部改正）

第３条 愛媛県自然海浜保全条例施行規則（昭和５５年愛媛県

規則第５号）の一部を次のように改正する。

第８条第９号中「沿岸漁業等振興法（昭和３８年法律第１

６５号）第８条第２項第２号に掲げる事項を行うために必要

な同条第１項に規定する構造改善事業」を「沿岸漁業（沿

岸漁業改善資金助成法（昭和５４年法律第２５号）第２条第１

項に規定する沿岸漁業（総トン数１０トン以上２０トン未満の

動力漁船（とう載漁船を除く。）を使用して行うものを除

く。）をいう。以下この号において同じ。）の生産基盤の

整備及び開発を行うために必要な沿岸漁業の構造の改善に

関する事業」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県告示第１９６２号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、内海村長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は、内海村の地域であることを確認した旨の届出

があった。

平成１４年１２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社
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新 た に 生 じ た 土 地 の 所 在 面 積
（平方メートル）

内海村網代１０６、２２４、２２４の２、２４０、２４８の１、２
４８の２、２４９から２５２まで、２６１、２９３、２９４、２９５の
１、２９５の２、２９６、２９７、２９８の１、２９８の２、３００
の２、３４４の１、３４９及び３５０の２の地先

１，９８３．４３
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�愛媛県告示第１９６３号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、内海村長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１４年１２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１９６４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定

により、新居浜市松神子土地改良区から認可申請のあった土

地改良事業（維持管理）の計画の変更を平成１４年１２月４日認

可した。

平成１４年１２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１９６５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、城辺町から協議のあった町営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・長野地区）の施行

に平成１４年１２月４日同意した。

平成１４年１２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１９６６号
家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第１３条第１項

の規定により、次のとおり牛ヨーネ病が発生した旨の届出が

あった。

平成１４年１２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

疑似患畜

�������
�愛媛県告示第１９６７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第７条第１項の規定に基

づき、県道の路線を次のように認定する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から

２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１９６８号
県道の路線番号の決定（昭和４８年３月愛媛県告示第２９４号

）の一部を次のように改正する。

平成１４年１２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

表３４６の項の次に次のように加える。

�愛媛県告示第１９６９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９７０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

網代

内海村網代１０６、２２４、２２４の２、２４０、２４
８の１、２４８の２、２４９から２５２まで、２６１、
２９３、２９４、２９５の１、２９５の２、２９６、２９７
、２９８の１、２９８の２、３００の２、３４４の１
、３４９及び３５０の２の地先公有水面埋立地

１，９８３．４３

発生頭数 発生場所又は区域 発生年月日 その他参考となる
べき事項

３頭 東予市吉田２９１ 平成１４年１１月２５日 自衛殺

路線名
起 点
終 点

重要な経過地 備 考

平 田
線

北 条

松山市平田町

北条市

３４７

平田

線

北条

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 湯谷口川内線
温泉郡川内町大字則之内字下永野甲２４０７番１地先から

同字甲２４５５番１地先まで
平成１４年１２月１３日

��������������

��������������

愛 媛 県 報平成１４年１２月１３日 第１４１６号
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�愛媛県告示第１９７１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９７２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９７３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９７４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１４年１２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 美川松山線
上浮穴郡久万町大字菅生３番耕地１６０番２８から

同大字３番耕地１６０番３０まで

旧 ７．４～１０．０ ０．０２６

新 ７．４～３１．４ ０．０２６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 美川松山線
上浮穴郡久万町大字菅生３番耕地１６０番２８から

同大字３番耕地１６０番３０まで
平成１４年１２月１３日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 美川川内線
上浮穴郡久万町大字直瀬乙２１５３番２地先から

同大字乙２１７５番４地先まで

旧 ４．７～４７．８ ０．２６３

新 ８．２～６０．０ ０．２４１

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 小田柳谷線
上浮穴郡小田町大字本川２７２１番から

同大字３９３１番まで

旧 ４．２～１８．０ ０．８２８

新 ４．２～１８．０
４．２～４６．０

０．８２８
０．９０７

〃 〃
上浮穴郡小田町大字本川３９４６番地先から

同大字３９３１番まで

旧 ５．５～１８．０
５．０～１８．０

０．０６５
０．１０５

新 ５．５～１８．０ ０．０６５

��������������

��������������
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�公 告

甲種防火管理講習の実施について

平成１４年度の消防法施行令（昭和３６年政令第３７号）第３条

第１項第１号イの規定による甲種防火管理講習を次のとおり

実施する。

平成１４年１２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 講習の区分、日時及び場所

２ 受講申込書の提出期間

平成１４年１２月１８日から平成１５年１月１７日まで。ただし、

郵送による場合は、同日までの消印のあるものは受け付け

る。

３ 受講申込書の請求先

最寄りの地方局総務福祉部県民生活課、消防本部又は中

島町役場

４ 受講申込書の提出先

松山市一番町四丁目４番地２（〒７９０―８５７０）

愛媛県県民環境部消防防災安全課

�������
�公 告

二級建築士試験の合格者について

平成１４年７月７日及び９月２９日に施行した二級建築士試験

の合格者は、次のとおりである。

平成１４年１２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１９７５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１４年１２月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 小田柳谷線
上浮穴郡小田町大字本川２７２１番から

同大字３９３１番まで
平成１４年１２月１３日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

今局建（開）第８号

平成１４年１１月２６日
越智郡大西町大字紺原甲２０６番３

越智郡大西町大字紺原甲１１３６番地２
渡 邊 孝 義

松局伊土検（開）第４６号

平成１４年１２月３日
伊予市上野字下屋鋪２６５１番１

伊予市米湊８２０番地
伊予市長 中 村 佑

公 告

区 分 日 時 場 所

甲種防火管理講習

平成１５年２月３日（月）
（午前１０時から午後５時）
から２月４日（火）
（午前９時から午後４時）
まで（２日間）

松山市一番町四丁
目４番地２
愛媛県庁第二別館
６階大会議室

受 験 番 号 氏 名 受 験 番 号 氏 名

７Ｃ‐１００３０Ｙ 大 野 智 彦 ７Ｃ‐１００７２Ｙ 岡 田 政 章

７Ｃ‐１０１６４Ｋ 丹 下 伸 宏 ７Ｃ‐１０１６５Ｌ 平 井 慎 一

７Ｃ‐１０２３５Ｌ 八 木 正 史 ７Ｃ‐１０３４９Ｎ 吉 原 功

７Ｃ‐１０３７２Ｒ 日 野 安 行 ７Ｃ‐１０４１６Ｋ 木 戸 英 明

７Ｃ‐１０４２８Ｒ 菅 貴 顕 ７Ｃ‐１０４２９Ｙ 谷 口 純 平

７Ｃ‐１０４８４Ｒ 渡 邉 史 代 ７Ｃ‐１０５４０Ｒ 笹 沼 幸 子

７Ｃ‐１０５５３Ｐ 木 村 寛 子 ７Ｃ‐１０６０６Ｌ 山 田 洋 一

７Ｃ‐１０６３３Ｋ 中 原 愛 子 ７Ｃ‐１０６４８Ｌ 横 山 宣 宏

７Ｃ‐１０７１７Ｋ 織 田 豊 ７Ｃ‐１０７１８Ｌ 堀 川 雅 代

７Ｃ‐１０７３１Ｋ 菅 勝 利 ７Ｃ‐１０８３０Ｌ 村 上 敏 規

７Ｃ‐１０８８１Ｎ 檜 垣 久美子 ７Ｃ‐１０８９６Ｐ 藤 田 大 輔

７Ｃ‐１０９２４Ｐ 原井川 敬 三 ７Ｃ‐１１０３５Ｎ 増 野 直

７Ｃ‐１１０７５Ｌ 杉 野 正 幸 ７Ｃ‐１１０８７Ｙ 兵 頭 裕

７Ｃ‐１１０８８Ｋ 佐 伯 隆 弘 ７Ｃ‐１１１００Ｒ 井手内 良 江

７Ｃ‐１１１９７Ｐ 藤 本 礼 子 ７Ｃ‐１１１９８Ｒ 石 住 晃

７Ｃ‐１１２１１Ｐ � 杉 裕 規 ７Ｃ‐１１２５３Ｐ 福 田 健 治

７Ｃ‐１１２８４Ｋ 森 脇 正 人 ７Ｃ‐１１３５９Ｒ 犬 伏 秀

７Ｃ‐１１３６２Ｌ 前 神 庸 二 ７Ｃ‐１１４６０Ｌ 竹 本 清 志

��������������
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�任免辞令
１１月３０日

愛媛県技術吏員 浅 海 浩 二

願により本職を免ずる

１２月１日

藤 井 基 晴

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）２級を命ずる

愛媛整肢療護園医長を命ずる

�������
�公営企業任免辞令

１２月１日

隅 明 美

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）２級を命ずる

県立中央病院小児科医長を命ずる

穐 吉 眞之介

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）２級を命ずる

県立中央病院小児科副医長を命ずる

�正 誤

平成１４年１１月１５日付け第１４０８号愛媛県訓令第１３号（愛媛県

処務細則の一部を改正する訓令）中

７Ｃ‐１１５１７Ｍ � 岡 浩 三 ７Ｃ‐１１６６６Ｐ 小田原 隆 之

７Ｃ‐１１６７８Ｍ 日根野 純 ７Ｃ‐１１６７９Ｎ 垂 水 満

７Ｃ‐１１７０７Ｎ 渡 部 慎 吾 ７Ｃ‐１１７３８Ｙ 西 野 繁 輝

７Ｃ‐１１８８４Ｒ 鳥 丸 貴 志 ７Ｃ‐１１９６７Ｐ 鳥 生 美 春

７Ｃ‐１１９６８Ｒ 長 尾 昌 寿 ７Ｃ‐１２１７１Ｒ 金 城 順

７Ｃ‐１２２１６Ｌ 池 田 亮 ７Ｃ‐１２５０５Ｎ 山 � 武 典

７Ｃ‐１２５４５Ｌ 森 本 暢 子 ７Ｃ‐１２５５６Ｒ 小 野 正 吾

７Ｃ‐１２５９９Ｙ 隅 野 鮎 美 ７Ｃ‐１２６４１Ｙ 中 洲 貴和子

７Ｃ‐１２６５５Ｙ 三 好 貞 史 ７Ｃ‐１２８１８Ｌ 玉 井 勝 政

７Ｃ‐１２８３２Ｌ 佐 伯 有 香 ７Ｃ‐１３０１４Ｌ 米 田 正 人

７Ｃ‐１３０２７Ｋ 下 島 輝 光 ７Ｃ‐１３２１７Ｌ 穂 道 一 裕

７Ｃ‐１３２３０Ｋ 清 家 修 吾 ７Ｃ‐１３２３２Ｍ 渡 部 夏 美

７Ｃ‐１３２６１Ｎ 高 橋 信 夫 ７Ｃ‐１３３５３Ｐ 徳 永 健 二

７Ｃ‐２００２０Ｋ 水 野 将 司 ７Ｃ‐２００３４Ｋ 山 田 幸 司

７Ｃ‐２００３６Ｍ 守 田 敏 正 ７Ｃ‐２００７７Ｌ 向 川 芳 美

７Ｃ‐２０１３４Ｍ 山 本 公 美 ７Ｃ‐２０１４７Ｌ 友 沢 英 児

７Ｃ‐２０２１６Ｋ 上 甲 志 保 ７Ｃ‐２０２５４Ｎ 土 居 孝 範

７Ｃ‐２０２５５Ｐ 大 谷 悠 貴 ７Ｃ‐２０２６６Ｌ �須賀 正 和

７Ｃ‐２０２８２Ｎ 坂 井 彰 ７Ｃ‐２０３１１Ｐ 杉 山 薫

７Ｃ‐２０３２２Ｌ 松 下 圭 祐 ７Ｃ‐２０３５１Ｍ � 橋 勇 三

７Ｃ‐２０３８０Ｎ 大 藤 誠 司 ７Ｃ‐２０４２０Ｌ 好 岡 学

７Ｃ‐２０４４９Ｍ 井 川 直 也 ７Ｃ‐２０４６３Ｍ 東 潤 美

７Ｃ‐２０５１４Ｐ 武 田 浩 一 ７Ｃ‐２０５２６Ｍ 眞 田 裕

７Ｃ‐２０６１２Ｐ 西 村 智 子 ７Ｃ‐２０６５１Ｌ 安 永 諭

７Ｃ‐２０６５２Ｍ � 橋 昭 ７Ｃ‐２０６６８Ｐ 工 藤 一 誠

７Ｃ‐２０６８０Ｍ 本 郷 恵 美 ７Ｃ‐２０７０７Ｌ 井 村 多希子

７Ｃ‐２０７０８Ｍ 村 岡 一 志 ７Ｃ‐２０７０９Ｎ 佐 川 昇 三

７Ｃ‐２０７１８Ｒ 藤 原 敬 士 ７Ｃ‐２０７４５Ｐ � 橋 理 恵

７Ｃ‐２０７６０Ｒ 鶴 田 一 ７Ｃ‐２０８８６Ｒ 若 林 邦 啓

７Ｃ‐２０９２８Ｒ 村 上 誠 一 ７Ｃ‐２０９７９Ｋ 小 山 正 浩

７Ｃ‐２０９９５Ｍ � 橋 邦 尚 ７Ｃ‐２１０３４Ｙ 藤 本 香 織

７Ｃ‐２１０９０Ｙ 金 子 裕 之 ７Ｃ‐２１１３２Ｙ 松 永 真 樹

７Ｃ‐２１１６０Ｙ 稲 村 聡 ７Ｃ‐２１２４１Ｎ 杉 山 豊 �

７Ｃ‐２１２６８Ｍ 那 須 雄 樹 ７Ｃ‐２１２８３Ｎ 高 岡 昌 司

任 免 辞 令

正 誤

ページ 箇 所 誤 正

１２７８ 左欄上から２
行目 （第７７号関係） （第７７条関係）
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